
《被害保護者へ》
　調査結果の報告
　今後の対応説明 【いじめ問題再調査委員会】

利害関係を有しない第三者(その都
度)による調査の検証

多治見市　いじめ重大事態発生時の流れ

　

子どもがいじめを受けたことにより、
　〇生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
　　　重大な被害　○子どもが自殺を企図した場合　　　　○身体に重大な傷害を負った場合
　　　　　　　　　○金品に重大な被害を被った場合　　　○精神面の疾患を発症した場合
　〇相当な期間に渡り、連続して欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。
　　　相当な期間　不登校の定義をふまえ、３０日を目安とする。
　〇児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。

《学　校》
　状況判断、通報《消防署へ》

　救急車の要請
《警察署へ》
　犯罪行為の通報

《岐阜県教育委員会》

《教育委員会》
状況判断、通報

《被害保護者へ》
　事態の説明
　対応説明

緊急職員会議
　教職員の共通理解と対応確認

ＰＴＡ役員との連携

※上記の流れは、対応のあり方の基本を示しているものであり、重大事態の事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。

調査結果の公表
マスコミ等への情報提供、記者発表

（担当：秘書広報課）

《市　　長》
　状況判断、通報

※事案によっては、
　　総合教育会議を兼ねる

調査結果の報告
教育委員会会議、総合教育会議

問題解決に向けた取組

被害児童生徒へ
の対応
　心のケア
　保護者との連携

加害児童生徒へ
の指導・支援
　保護者との連携
　カウンセリング

全校児童生徒へ
の指導・支援
　全校集会
　カウンセリング

職員会議、指導体制の見直し 学校管理体制の見直し 教育体制の見直し

【学校いじめ防止等対策委員会】
現場での直接的調査
調査結果の整理・報告

被害者との連携
子ども権利擁護委員
（担当：くらし人権課）

【いじめ問題調査委員会】
利害関係を有しない第三者(その都

度)による調査の検証 《重大事態対策本部》
現地対策班

　　　　　 　の派遣・指揮
調査結果の検証及び

　　　　　　再調査の実施
　（政策会議メンバー）
　（担当：企画防災課）

重大事態とは・・・ 

重大事態発生 

再調査 


